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◎

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

（
担
保
の
提
供
）

第
七
条
の
八

税
関
長
は
、
特
例
輸
入
者
又
は
特
例
委
託
輸
入
者
が
特
例
申
告
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
例
申
告
に
係
る
貨
物
の
輸
入
の
時
か
ら
当
該

貨
物
に
係
る
関
税
、
内
国
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
条
の
十
一
第
二
項
（
承
認
の
失
効
）
に
お
い
て
「
関
税
等
」
と
い
う
。
）
の

納
付
が
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
必
要
が
な
く
な
り
、
又
は
関
税
等
の
納
付
す
べ
き
期
限
が
延
長
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
関
税
等
の
保
全
の
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
例
輸
入
者
又
は
特
例
委
託
輸
入
者
に
対
し
、
特
例
申
告
に
よ
り
納
付
す
る
当
該
関
税

等
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
金
額
及
び
期
間
を
指
定
し
て
、
当
該
関
税
等
に
つ
き
担
保
の
提
供
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
省

略
）

◎

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
担
保
の
提
供
命
令
の
手
続
）

第
四
条
の
十
一

法
第
七
条
の
八
第
一
項
（
担
保
の
提
供
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
提
供
す
べ
き
担
保
の
金
額
及
び
当
該
担
保
を
提
供
す
べ
き
期
間
を
記
載

し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


